
社会教育の定義

○　教育基本法（平成１８年法律第１２０号）

　　第12条　個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、

　　　国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

　　２　国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設

の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方

法によって社会教育の振興に努めなければならない。

○　社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）

　　第２条　この法律で「社会教育」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に

基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及

び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活

動を含む。）をいう。
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